
議案第１７号  

 

宇治市集会所に関する条例の一部を改正する条例を制定する

について  

 

宇治市集会所に関する条例の一部を、次のとおり改正するものと

する。  

 

令和３年２月２２日提出  

 

宇治市長  松  村  淳  子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宇治市条例第    号  

   宇治市集会所に関する条例の一部を改正する条例  

 宇治市集会所に関する条例（平成２７年宇治市条例第３６号）の

一部を次のように改正する。  

 第２条第７号を次のように改める。  

 ⑺  解体撤去  既存の集会所の全部を除却することをいう。  

 第２条に次の１号を加える。  

 ⑻  維持管理費  集会所の使用に伴う電気料金、水道料金その他

維持及び管理に要する費用をいう。  

 第１３条第１項各号列記以外の部分中「第５号」を「第８号」に

改め、同条第２項を削る。  

 別表第１中  

「                            を  

宇治市宇治半白７６番地３  宇治市新半白集会所  

宇治市宇治下居８２番地６  宇治市下居集会所  

                           」  

「                            に、  

宇治市宇治半白７６番地３  宇治市新半白集会所  

                           」  

「                            を  

宇治市木幡熊小路１９番地１４４  宇治市西木幡集会所  

宇治市槇島町一ノ坪３２１番地９  宇治市一ノ坪集会所  

                           」  

「                            に、  

宇治市木幡熊小路１９番地１４４  宇治市西木幡集会所  

                           」  

「                            を  

宇治市伊勢田町名木２丁目１番地  

５９  

宇治市名木西集会所  



 

                            

」  

「                            に改  

宇治市伊勢田町名木２丁目１番地

５９  

宇治市名木西集会所  

                           」  

める。  

別表第２の備考以外の部分を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治市伊勢田町ウトロ２番地８９  宇治市伊勢田西集会

所  



別表第２（第１２条、第１３条関係）  

補助金の交付の対象となる事業及び費用  補助率 補助限度額  

⑴  新築  ２分の１  ５，０００，０００円  

⑵  建て替え（第５号に掲げるものを除く

。）  

建築に係る部分  ２分の１  ５，０００，０００円  

解体撤去に係る部分  ２分の１  ５，０００，０００円  

⑶  改修（次号及び第６号に掲げるものを除く。）  ２分の１  ５，０００，０００円  

⑷  公共下水道への接続及び接続に伴う改修  ３分の２  １，５００，０００円  

⑸  耐震化のための建て替え（建築物の耐

震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号）第５条第３項第１号に規

定する耐震不明建築物（以下「耐震不明

建築物」という。）である集会所であつ

て、耐震診断の結果を基に耐震性能が不

足していると市長が認めるものに係る建

て替えに限る。）  

建築に係る部分  ３分の２  ３，０００，０００円  

解体撤去に係る部分  ２分の１  ５，０００，０００円  

⑹  耐震化のための改修（耐震不明建築物である集会所であつて

、耐震診断の結果を基に耐震性能が不足していると市長が認め

るものに係る改修に限る。）  

３分の２  ３，０００，０００円  



⑺  耐震診断（耐震不明建築物である集会所に係るものに限る。  

 ）  

３分の２  １，０００，０００円  

⑻  解体撤去（第２号及び第５号に掲げるものを除く。）  ２分の１  ５，０００，０００円  

⑼  維持管理費  １０分の

１０  

１年につき１５０，０

００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２の備考第１項中「第４号まで」を「第６号まで及び第８

号」に、「第１３条第１項」を「第１３条」に改め、同表の備考第

２項中「第４号」を「第５号」に、「事業に」を「事業（建築に係

る部分の事業に限る。）に要する費用及び第６号に掲げる事業に」

に、「事業と」を「事業（建築に係る部分の事業に限る。）と」に

改める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第１３条及び別表第２の規定は、この条例の施行の日

以後に申請があつた補助金について適用し、同日前に申請があつ

た補助金については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 

民間集会所支援補助金の拡充及び集会所の廃止について、所要の

改正を行うものであります。 

 

 


